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Ⅰ 点検・評価の概要                           

 

１ 趣旨 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「地教行法」という。）

の第26条において、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理と執行

の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に

提出するとともに、公表することとされています。 

三浦市教育委員会においても、所管事務の管理と執行の状況について、教育

に関して学識経験を有する者の意見をいただき点検・評価を行い、その結果に

関する報告書を作成いたしました。 

このことにより、効果的な教育行政の推進を図るとともに、市民のみなさま

への説明責任を果たし、課題を明確にすることで事務執行の改善等を進めてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考：地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）】 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十六条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員

等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければ

ならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。  
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２ 対象事務事業 

 

（１）教育委員会所管事務 

 

三浦市教育委員会は、教育長、４人の委員及び教育委員会事務局で組織され

ています。 

ここで所管する事務事業は、下記の図１のとおりに分類されます。 

 

【図１：教育委員会所管事務体系】 

 

 

 

① 地教行法第21条に基づき、教育委員会が直接執行する事務 

② 地教行法第21条に基づき、教育委員会が教育長・事務局に委任して 

執行する事務 

 

○ 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

○ 教育財産の管理に関すること。

○ 学校その他の教育機関の職員の人事に関すること。

○ 就学並びに入学、転学及び退学に関すること。

○ 学校の組織、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

○ 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

○ 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

○ 教育関係職員の研修に関すること。

○ 教育関係職員、生徒、児童等の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

○ 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

○ 学校給食に関すること。

○ 青少年教育及び女性教育に関すること。

○ 学校における体育に関すること。

○ ユネスコ活動に関すること。

○ 教育に関する法人に関すること。

○ 教育に係る調査及び統計に関すること。

○ 教育行政に関する広報及び相談に関すること。

○ その他、教育に関する事務に関すること。

○ 総合教育会議に関すること。

○ 教育委員会所掌事務の財務等に関すること。

○ 青少年の指導及び健全育成に関すること。

○ 三浦市青少年問題協議会に関すること。

○ 三浦市奨学基金に関すること。

○ 三浦市いじめ問題等再調査委員会に関すること。

直
接
執
行

教
　
育
　
長
　
・
　
事
　
務
　
局

●市長の権限に属する事務事業
【根拠法令：地方自治法第１８０条の２】
【根拠法令：市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則】

●教育委員会の職務権限に属する事務事業
【根拠法令：地教行法第２１条】

補
助
執
行
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③
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③ 地方自治法及び規則に基づき、市長の権限に属する事務を教育長・事務

局が補助執行※1する事務 

 

点検・評価の対象は、前述の地教行法第26条のとおり「教育委員会の権限

に属する事務」とされていますので、上記の①と②の一部を対象とすること

とします。 

 

（２）点検・評価の対象とする事務事業 

 

第４次三浦市総合計画（2017年～2025年）における施策に対応する主な事務

事業を中心に、達成目標に対する実績を基に点検・評価を行いました。 

具体的には次の表１に示す教育委員会所管の事業のうち、「点検・評価対象」

に“○”を付した事業を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1: 「補助執行」 

ある行政機関の事務を他の行政機関に所属する職員が補助して執行することをいう。市長の権限に

属する事務は本来、市長の副市長以下の補助執行機関が行うが、教育行政については、規則により教

育委員会が補助執行している。 
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【表１：教育委員会所管事務事業と点検・評価の対象事務事業】 

 

決　算

見込額

(円）

1 小学校特別支援学級充実事業 258,055 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

2 中学校特別支援学級充実事業 99,480 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

3 教育委員会運営事業 4,182,030 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

4 教育委員会事務局一般管理事業 568,586 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

5 教育振興小学校管理運営事業 12,679,203 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

6 小学校義務教育施設維持管理事業 79,840,637 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

7 小学校施設整備事業 8,840,700 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○ ○ ○

8 教育振興中学校管理運営事業 10,139,769 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

9 中学校義務教育施設維持管理事業 40,499,854 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

10 小学校教育環境適正化事業 90,000 一体感 教育部 1 教育総務課 実計 ○ ○ ○

11 奨学事業 7,906,358 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○ ○ ○

12 三浦市ＰＴＡ連絡協議会助成等事業 61,560 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

13 公立学校施設災害復旧事業 0 一体感 教育部 1 教育総務課 その他 ○

14 小学校通学環境整備事業 2,426,107 一体感 教育部 1 教育総務課 実計 ○ ○ ○

15 就学時健康診断事業 357,713 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

16 小学校疾病予防検査事業 13,056,482 一体感 教育部 2 学校教育課 義務 ○

17 中学校疾病予防検査事業 6,277,248 一体感 教育部 2 学校教育課 義務 ○

18 グローバル教育推進事業 13,623,886 一体感 教育部 2 学校教育課 実計 ○ ○ ○

19 相談指導教室事業 1,859,788 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

20 小学校教材教具整備事業 40,342,406 一体感 教育部 2 学校教育課 義務 ○

21 中学校教材教具整備事業 18,117,735 一体感 教育部 2 学校教育課 義務 ○

22 教育研究所事業 5,306,473 一体感 教育部 2 学校教育課 実計 ○ ○ ○

23 教育指導事業 1,237,140 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

24 教職員福利厚生事業 217,000 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

25 教育指導一般管理事業 949,943 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

26 地域教育力活用事業 96,450 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

27 海洋教育推進等地域連携事業 88,070 一体感 教育部 2 学校教育課 実計 ○ ○ ○

28 小学校学校災害傷害保険事業 1,437,067 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

29 中学校学校災害傷害保険事業 862,894 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

30 地域ぐるみの学校安全安心体制整備推進事業 0 一体感 教育部 2 学校教育課 ○ ○ ○

31 海難交通遺児就学奨励事業 0 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

32 小学校就学援助事業 11,670,210 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○ ○ ○

33 中学校就学援助事業 9,934,433 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○ ○ ○

34 人権教育推進事業 91,728 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

35 小学校支援教育奨励事業 1,087,500 一体感 教育部 2 学校教育課 義務 ○

36 中学校支援教育奨励事業 1,201,850 一体感 教育部 2 学校教育課 義務 ○

37 支援教育充実事業 19,149,640 一体感 教育部 2 学校教育課 その他 ○

38 学校給食事業 210,595,080 一体感 教育部 3 学校給食課 義務 ○ ○ ○

No. 事　　　　業　　　　名

事業区分

部門 部 課 委員会 市　長
実　施
計　画

その他
課　題

主　　　　管
充当
経費

権限区分 点検
評価
対象
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決　算

見込額

(円）

39 姉妹都市交流事業 460,445 一体感 教育部 4 青少年教育課 その他 ○

40 子ども会活動促進事業 69,750 一体感 教育部 4 青少年教育課 その他 ○

41 子どもの船事業 14,680 一体感 教育部 4 青少年教育課 その他 ○

42 青少年教育一般管理事業 1,340 一体感 教育部 4 青少年教育課 その他 ○

43 はたちのつどい事業 36,765 一体感 教育部 4 青少年教育課 その他 ○

44 青少年問題協議会事業 54,000 一体感 教育部 4 青少年教育課 その他 ○

45 青少年指導員活動事業 1,018,882 一体感 教育部 4 青少年教育課 その他 ○ ○ ○

12点検・評価対象事業数

No. 事　　　　業　　　　名

事業区分

部門 部 課 委員会 市　長
実　施
計　画

その他
課　題

主　　　　管
充当
経費

権限区分 点検
評価
対象
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３ 点検・評価の手法 

 

（１）点検・評価の時期と議会提出及び公表 

 

三浦市議会では、毎年第３回定例会（通常９月開催の定例会）において一般

会計決算の認定議案が審議されることとなっています。教育委員会所管事務事

業の決算に係る審議も例外ではなく、その審議に合わせ、教育委員会所管事務

事業の点検・評価を議会に提出し、公表すべきであると考えられます。 

このことから、点検・評価は、毎年、三浦市議会第３回定例会前に行い、同

議会において報告後、すみやかに三浦市のホームページにおいて公表し、教育

委員会教育総務課等に閲覧用の報告書を備え、市民のみなさまに供することと

します。 

 

（２）点検・評価の手順 

 

ア 点検・評価の手順と内容 

点検・評価は、次の手順及び内容で行います。 

（ア） 達成目標と実績の検証 

事業ごとに定めた達成目標の確認及び実績を明示します。 

（イ） 事務局自己評価 

（ア）及びその他の情報に基づき、事務局として事務事業の「成果及び課

題」と「課題に対する対処方針」を明示します。 

（ウ） 有識者意見調整 

（ア）、（イ）及びその他の情報に基づき、有識者の意見を調整します。 

（エ） 教育委員会総合評価 

（ア）～（ウ）及びその他の情報に基づき、「事業手法」、「目標と実績」 及

び「事業効果」の３点について、次の表２～表４の区分により、評価をし

ます。その際に、ランクを５点から１点と点数化し、委員がそれぞれ評価

したランクの件数に乗じて求めた合計点から加重平均を求め、4.5以上を

５評価、3.5以上4.5未満を４評価、2.5以上3.5未満を３評価、1.5以上2.5

未満を２評価、1.5未満を１評価とするものとします。 

なお、評価に当たっては、必要に応じて各委員の意見を取りまとめた附

帯意見を付すものとします。 
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【表２：事業手法に関する評価区分】 

 

ランク 評     価 

5 事業手法が適切で、改善の余地がない。 

4 事業手法は適切であった。 

3 事業手法はおおむね適切であった。 

2 事業手法はおおむね適切だが、改善すべき点が認められる。 

1 事業手法の見直しが必要である。 

 

 

【表３：目標と実績に関する評価区分】 

 

ランク 評     価 

5 目標が適切で、十分な実績をあげた。 

4 目標設定は妥当であり、予定以上の実績を得られた。 

3 目標はおおむね妥当であり、予定の実績を得られた。 

2 目標設定に課題はあり、予定の実績を得られなかった。 

1 目標設定に問題が認められ、予定の実績を得られなかった。 

 

 

【表４：事業効果に関する評価区分】 

 

ランク 評     価 

5 具体的効果が十分に得られている。 

4 具体的効果が得られている。 

3 一定の効果は得られている。 

2 十分な効果が認められず、事業の改善が必要である。 

1 効果が認められず、事業の必要性について検証が必要である。 
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（３）有識者委員 

 

地教行法第26条第２項の規定により、点検・評価を行うに当たり教育に関

し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、以下の有識者からご意見を

いただきました。 

 

 

【表５：有識者委員名簿】 

（50音順：敬称略） 

氏 名 役 職 等 

石毛 浩雄（いしげ ひろお） 元三浦市教育委員会委員 

藤  太郎（ふじ  たろう） 三浦市ＰＴＡ連絡協議会会長 

 

 

４ 総合所見 

 

点検・評価報告書には、事務事業の点検・評価のほか、教育委員会活動状況報

告を掲載するとともに、効率的かつ効果的な教育行政の推進に資することを目

的として、教育委員会の事務全般に対する教育委員会の総合所見を掲載します。 
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Ⅱ 点検・評価結果                           

 

点検・評価の結果について、対象事業を所管する課ごとに並べ、掲載します。 

対象事業の一覧と掲載ページは、次の表６のとおりです。 

 

【表６：対象事業一覧・掲載ページ索引】 

 

 

 

 

 

 

決　算

見込額

(円）

7 小学校施設整備事業 8,840,700 1 教育総務課 その他 ○ 10

10 小学校教育環境適正化事業 90,000 1 教育総務課 実計 ○ 11

11 奨学事業 7,906,358 1 教育総務課 その他 ○ 12

14 小学校通学環境整備事業 2,426,107 1 教育総務課 実計 ○ 13

18 グローバル教育推進事業 13,623,886 2 学校教育課 実計 ○ 14

22 教育研究所事業 5,306,473 2 学校教育課 実計 ○ 15

27 海洋教育推進等地域連携事業 88,070 2 学校教育課 実計 ○ 16

30
地域ぐるみの学校安全安心体制整備推
進事業

0 2 学校教育課 ○ 17

32 小学校就学援助事業 11,670,210 2 学校教育課 その他 ○ 18

33 中学校就学援助事業 9,934,433 2 学校教育課 その他 ○ 19

38 学校給食事業 210,595,080 3 学校給食課 義務 ○ 20

45 青少年指導員活動事業 1,018,882 4 青少年教育課 その他 ○ 21

　※No.については、Ｐ４～５の教育委員会所管事務事業と点検・評価の対象事務事業のNo.と一致しています。

掲載
ページ委員会 市　長

No. 事　　　　業　　　　名 所管課
充当
経費

権限区分

点検・評価対象事業数  12
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１ 教育総務課所管事業 

 

  

款 09

項 02

目 01

年度　事業内容

達成状況

100％以上～125％未満

達成状況100%未満の理由

・小学校（三崎、岬陽、上宮田、旭、
剣崎）の体育館等トイレ洋式化等改修
工事：５件

令和

No. 事業名 部門 一体感

7 小学校施設整備事業
部 教育部

総 合
計 画

大　綱 一体感のある都市をめざして～心を合わせる

課 教育総務課

予　算　現　額 9,067,000

執　  行  　率 97.50% - - - 97.06%

一体感を育てる人材育成 小学校費

0 0 0 9,067,000

学校管理費

その他 一般財源

予
算

教育費

目　標

施　策 義務教育環境の充実

-

40,700決　 算 (見 込) 8,840,700 0 0 0 8,800,000

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債

0

目標
と

実績

　ふるさと納税「みうらっ子応援プロジェクト」により、体育館等のトイレ洋式化工
事を無事に完了することができ、寄附者の皆様へ感謝申し上げます。
　本事業は、子どもたちが充実した学校生活を過ごす上で必要不可欠な事業といえま
す。そのため、限られた財源、人員等の状況下でも、子どもたちにとって安心・安全な
教育環境を整備するため、これからも施設の老朽化の影響が生ずる場所等の点検・整備
を各学校と連携して進めます。

事 務 局
自己評価

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

　クラウドファンディング型ふるさと納税「みうらっ子応援プロジェクト」に寄せられた寄附金を活用し、市内小
学校体育館のトイレの洋式化を図り、教育環境の向上に努めます。

・小学校（三崎、岬陽、上宮田、
旭、剣崎）の体育館等トイレ洋式化
等改修工事：５件

令和 5 年度　達成目標

成果及び課題 課題に対する対処方針

【成果】体育館等のトイレ洋式化等の改修工事によ
り、児童の生活・学習環境の向上を図った。

【課題】学校施設の老朽化に伴う修繕工事対応

　学校から要望があった学校施設の修繕工事に
ついては、学校と協議をし、緊急性が高いもの
から優先順位により、事業者や直営での修繕工
事対応を行う。

事業手法は適切であった。

5 年度　 実績

5 目標が適切で、十分な実績をあげた。

事 業 効 果 4 具体的効果が得られている。

附 帯 意 見

有 識 者
意　　見

　クラウドファンディング型ふるさと納税「みうらっ子応援プロジェクト」の寄附金を活用したト
イレ洋式化等改修工事により、児童の学習環境の向上が図られたことは評価できる。
　例年、課題とされている学校施設の老朽化対策のほか、各校の緊急性のある問題に取り組むとと
もに、今後はエアコン設置数の増加、雨漏り対策、グラウンド等の施設整備について、児童が過ご
しやすく、事故のない学習環境を整備するよう期待する。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4

目標と実績
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款 09

項 01

目 02

年度　事業内容

・三浦市学校教育ビジョンに基づく
三浦市南下浦小学校・剣崎小学校統廃
合個別計画の策定：１件
・地域とともにある学校づくり協議
会開催：５回

・三浦市学校教育ビジョンに基づく三
浦市南下浦小学校・剣崎小学校統廃合
個別計画の策定：１件
・地域とともにある学校づくり協議会
開催：４回

75％以上～100％未満

　地域とともにある学校づくり
協議会については、当初、５回

の開催を予定していたが、天候
不良のため開催が中止になった
ことから、４回の開催で協議が

なされた。

達成状況100%未満の理由

【成果】令和７年４月に統廃合する南下浦小学校及び剣崎小

学校の統廃合個別計画を令和５年６月に策定した。

　統廃合個別計画に基づく統廃合準備委員会を２回開催し、

統合後の学校名、校歌、校章等を議題として意見交換を行

い、剣崎小学校の保護者にアンケートを実施した。

　校名については、アンケートの結果、70％以上の保護者

が、「南下浦小学校の名称が妥当」という回答結果だったこ

とや、将来的に南下浦地区の小学校が１つになった場合を考

えると、統合後の学校名は、地区の名称が入った「南下浦小

学校」が望ましいという意見になった。

　また、三崎地区については、統廃合検討対象校に決定した

三崎小学校のＰＴＡ三役会や保護者会に対して、決定した経

緯等に関して説明を行った。

　初声地区については、小中連携教育及び地域連携を推進す

るため、地域とともにある学校づくり協議会を開催し、教職

員や地域住民等で現状や課題の協議を行った。

【課題】統合後の松輪、毘沙門方面のバスについては、通学

で利用する児童が増えることが想定されることから、バスの

増便やバス停の安全確保のため、待合スペースの拡幅を検討

する。

　また、将来的な三崎地区の学校再編の検討を行う。

　統合後の松輪、毘沙門方面のバスについて
は、南下浦小学校等と打合せを行い、時間別に
想定される乗降する児童生徒数等を確認し、運
行（案）を作成して、バス事業者と協議を行
う。
　バス停の待合スペースの拡幅については、土
地所有者と調整を行う。
　また、三崎地区の再編については、統廃合検
討対象校の三崎小学校等の意見を確認する。

一体感

　令和４年度に改訂を行った三浦市学校教育ビジョンに基づき、小学校の適正配置を推進するため、統廃合検討対象
校を決定し隣接する小学校との統合を目指します。
　初声地区においては、さらなる小中連携教育及び地域連携を先行して推進するため、教職員による初声地区小中
一貫教育推進委員会で検討を進めるとともに、地域連携のための会議を継続します。

0.33%執　  行  　率 1.00% - -

事業名 部門

年度　 実績 達成状況

教育部

No.

10 小学校教育環境適正化事業
部

課 教育総務課

総 合
計 画

大　綱

予　算　現　額 9,023,000 0 0

事業費総額 国庫支出金 県支出金

目　標

市　債 その他

一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

一般財源

一体感を育てる人材育成 教育総務費

施　策 義務教育環境の充実 事務局費

0 0 30,000

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由
　剣崎小学校用地測量業務の委託料8,888千円を繰越明許費で令和６年度に繰り越しをしたため。

令和 5

0 0

事業費(円)

- -

9,023,000

決　 算 (見 込) 90,000 0 60,000

5

有 識 者
意　　見

　令和７年４月の統廃合に向け、今年度は基礎固めになった年度であり、他県の限界集落等における学校適正配置の
問題が多い中、三浦市においては丁寧に事業を進め、その目標は十分達成できたと評価できる。

　また、三崎地区の統廃合において、現状や課題の協議等慎重に進める姿勢も評価できる。
　統合後のバス増便の課題であるが、昨今、運転手不足もあり、バス会社との協議でも良い結果を得られるか多少の

不安がある。しっかりと協議していただき、児童保護者の懸念材料とならないよう要望する。
　集団登校が無くなり、バス利用も含めた新入生の通学に係る安全性の確保を図られたい。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4 事業手法は適切であった。

目標
と

実績

令和 5 年度　達成目標 令和

事 務 局
自己評価

成果及び課題 課題に対する対処方針

目標と実績 4 目標設定は妥当であり、予定以上の実績を得られた。

事 業 効 果 4 具体的効果が得られている。

附 帯 意 見

　南下浦地区における小学校の統廃合に向けて、地域・ＰＴＡ等と協議するほか、保護者へのアン
ケート等を通じて活発な意見交換がなされたことにより、一定の理解を得ることができたと感じてい

ます。
　今後、さらに協議を進め、新しい学校生活のスタートを安心して迎えられるよう準備することはも
とより、剣崎小学校を地域の方々と共に穏やかに見送る準備にも重きを置いて対応します。

　三崎地区の学校再編については、地域等と連携した事業手法を検討しながら、児童にとってより良
い教育環境整備の推進を図ります。

　初声地区においては、地域とともにある学校づくり協議会の開催により、小中連携教育や地域連携
について、適切に情報共有していきます。
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款 09

項 01

目 02

年度　事業内容

年度　 実績 達成状況

・新規給付型奨学金の給付人数：10
名

・新規給付型奨学金の給付人数：６名 50％以上～75％未満

　新規の給付型奨学金は10名の

募集に対して６名の応募があ

り、全員を採用した。

　応募時は問い合わせ等はある

が、申請までには至らない状況

があるので、応募資格について

研究する。

達成状況100%未満の理由

【成果】三浦市奨学金条例に基づき、給付型奨学金
を新規奨学生６人に給付したほか、大学生10人に奨
学金を貸与し、一層の経済的負担の軽減を図った。

【課題】給付型奨学金の募集に対しては、問い合わ
せはあるが、予定人数までの応募に至らない。

　給付型奨学金の募集については、市の広報紙
及びホームページへの掲載だけではなく、市公
式ＬＩＮＥで周知するとともに、応募資格でも
ある日本学生支援機構の給付奨学金についても
周知を行う。

No. 事業名 部門 一体感

11 奨学事業
部 教育部

課 教育総務課

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債

0

一体感を育てる人材育成 教育総務費

0 0 0 7,906,358

事務局費

その他 一般財源

総 合
計 画

大　綱 一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

目　標

施　策 みうらっ子を地域で育む風土づくり

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

　大学等に進学を希望しながら経済的な理由により進学が困難で奨学金の給付を希望する学生のうち、選考上位の
学生10名に対し入学時に給付金を支給するとともに、令和３年度までに採用した奨学生に対し無利子貸付を行い修
学を支援します。
　なお、すべての財源は奨学基金を活用します。

-

20,000

予　算　現　額 7,906,358

執　  行  　率 100.00% - - - 99.75%

決　 算 (見 込) 7,906,358 0 0 0 7,886,358

5

有 識 者
意　　見

　経済的理由による進学困難者に対する給付金の支給や奨学生への無利子貸付による修学支援を行え
たことは評価できる。このように学生の経済的負担を軽減し、進学してもらう本事業の意味は大きい
と思う。
　近年、応募が少ないことは課題であり、学生へのわかりやすい周知や申請手続をスムーズに行え
るよう努めていただき、未来ある学生に本制度の活用を期待する。
　少数ではあるが滞納者がいるため、事由も調査し、対処いただきたい。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4 事業手法は適切であった。

目標
と

実績

令和 5 年度　達成目標 令和

事 務 局
自己評価

成果及び課題 課題に対する対処方針

4 目標設定は妥当であり、予定以上の実績を得られた。

事 業 効 果 5 具体的効果が十分に得られている。

附 帯 意 見

　学問を志す子どもたちが経済的な理由により、進学をあきらめてしまうことのないよ
う支援することは教育委員会として重要な事業であると考えます。
　執行にあたり、予定していた目標を達成できなかったことは、大きな課題であると
認識しています。
　子どもたちの可能性が広がる良い事業なので、応募資格の見直しや本制度のわかりや
すい周知方法を検討し、奨学制度を推進します。

目標と実績
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款 09

項 02

目 01

年度　事業内容

令和 5 年度　達成目標 令和 5 年度　 実績

・スクールバスの運行：１件
・公共交通機関通学費補助金交付：80
件

達成状況

・スクールバスの運行：１件
・公共交通機関通学費補助金交付：73
件

75％以上～100％未満

　公共交通機関通学費補助金交

付については、令和５年度から

事業を実施したことから、達成

目標の件数は、実績件数ではな

く、想定の件数だったため。

達成状況100%未満の理由

No. 事業名 部門 一体感

14 小学校通学環境整備事業
部 教育部

課 教育総務課

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債

863,000

小学校費

0 0 0 5,000,000

学校管理費

その他 一般財源

総 合
計 画

大　綱 一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

目　標 一体感を育てる人材育成

施　策 義務教育環境の充実

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

　スクールバスの運行について、当初は、バス事業者所有のバスでの運行業務委託を予定して
いたが、市所有のマイクロバスを活用して運行業務委託を行ったため。

令和 5

　徒歩通学が困難な地域から公共交通機関を利用して小学校に通学している児童の保護者に対して定期代の補助を行
い、経費負担の軽減を図ります。
　また、公共交通機関の無い地域にはスクールバスを運行し、通学の安全を図ります。

130.49%

1,126,107

予　算　現　額 5,863,000

執　  行  　率 41.38% - - - 26.00%

決　 算 (見 込) 2,426,107 0 0 0 1,300,000

【成果】徒歩通学が困難な地域からバスを利用して
小学校に通学している児童の保護者に対して、定期
代の補助を行い、経費負担の軽減を図った。
　また、初声小学校に通学する公共交通機関の無い
高円坊地区の児童に対し、バスの停車場所を２か所
設定してスクールバスを運行することで、通学の安
全を図った。

有 識 者
意　　見

　スクールバスの運行については、三浦縦貫道路の整備に伴う交通量の増加に鑑み、高円坊地区の児
童の通学安全対策として大いに評価できる。
　ただ、マイクロバス１台での運行のため、老朽化による不測の事態を想定した対策を講じられた
い。
　また、徒歩通学が困難な児童への定期代の補助により、保護者負担の軽減を図ることができたと評
価できる。
　今後、学校の統廃合による通学路の安全確認やバス利用に伴う費用負担について、配慮いただきた
い。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4

目標
と

実績

事 務 局
自己評価

成果及び課題 課題に対する対処方針

　高円坊地区のスクールバス運行は、保護者にとっても学校生活における安心につな
がったと思います。
　運用実績が少ないため、保護者の意見を聞きながら、事業を進めていく必要がある
とともに、運行に使用している車両も老朽化しているので、車両の検討も必要だと考え
ます。
　徒歩通学児童においても、人通りのない道の安全確認等通学路の環境整備を図りなが
ら、子どもたちが自ら危険を回避できる指導を学校、家庭及び地域で積極的に行ってい
くことも大切だと感じます。
　企業等にも協力を仰ぎ、バスの増便や監視カメラの抑止力など連携し、市全体で子ど
もたちを支える、一体感のある都市づくりができればと思います。
　通学経費補助については、学校の統廃合に伴い、利用者が多くなることが予想される
ほか、新しく利用する家庭もあると思うので、今後も十分な周知・説明が大切だと考
えます。

事業手法は適切であった。

目標と実績 4 目標設定は妥当であり、予定以上の実績を得られた。

事 業 効 果 4 具体的効果が得られている。

附 帯 意 見
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２ 学校教育課所管事業 

 

  

款 09

項 01

目 03

年度　事業内容

小学校での英語授業実施
・国際交流推進非常勤講師：186日
・外国語支援員（ボランティア）：200
日
中学校での英語授業実施
・国際交流推進非常勤講師：186日
・ＳＤＧｓの視点を持った授業実践：
全小中学校

課題に対する対処方針

目標
と

実績

年度　 実績 達成状況

100％以上～125％未満

達成状況100%未満の理由

施　策 みうらっ子を育む教育力の向上

No. 事業名 部門 一体感

18 グローバル教育推進事業
部

課 学校教育課

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債

4,051,000

教育総務費

0 0 0 10,000,000

教育指導費

教育部

その他 一般財源

総 合
計 画

大　綱 一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

目　標 一体感を育てる人材育成

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

　児童生徒の英語学習の充実を図るとともに、国際交流への関心度を深めるため、国の外国語青年招致事業（ＪＥ
Ｔプログラム）及び姉妹都市ウォーナンブール市より招へいした国際交流推進非常勤講師並びに市民有志による外
国語支援員（ボランティア）を小中学校に派遣し、分かりやすい英語授業づくりを支援します。
　また、「三浦市学校教育全体構想」の中にＳＤＧｓの理念を取り入れ、各教職員への周知により授業づくりに対し
ての意識づけを行うことで、持続可能な社会の担い手としての資質を育成するための授業づくりを支援します。

52.43%

2,123,886

予　算　現　額 14,051,000

執　  行  　率 96.96% - - - 115.00%

決　 算 (見 込) 13,623,886 0 0 0 11,500,000

　三崎小学校と情報交換を密にし、グローバル
表現科に関する授業実践や成果の発信を支援す
る。

5

有 識 者
意　　見

　新型コロナウイルス感染症が５類感染症となり、国際交流推進非常勤講師等を派遣し、事業が滞り
なく達成できたことは評価できる。
　教育課程特例校である三崎小学校の児童の意識の高まりを受け、安心するとともに本事業のさら
なる成果に期待する。
　今後、未来を担う子どもたちにインバウンドなど多くの言語を覚える機会の創出やこの成果を市
内各校にフィードバックし、全児童・生徒の学習意欲等の向上につなげていただきたい。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 5

令和 5 年度　達成目標 令和

事 務 局
自己評価

成果及び課題

【成果】国際交流推進非常勤講師や外国語支援員と
各学校との連携がうまくいくよう、連絡調整を行
い、目標どおりに実施することができた。

【課題】教育課程特例校、三崎小学校のグローバル
表現科についての授業成果の発信

小学校での英語授業実施
・国際交流推進非常勤講師：185日
・外国語支援員（ボランティア）：
200日
中学校での英語授業実施
・国際交流推進非常勤講師：185日
・ＳＤＧｓの視点を持った授業実践：
全小中学校

　国際交流非常勤講師２名、２学期からは派遣講師が１名加わり、３名体制となり、生
きた英語を学ぶための環境整備が進んでいます。今後はインバウンド等により英語にふ
れる機会が一層増えることが想定されるため、安定した人員確保が継続されるように努
めます。
　三崎小学校のグローバル表現科は他の学校、地域、市民の多くの方へ、今の時点で
の成果の発信方法を研究し、特色を持った実りある学習の理解を促していきます。
　三浦市学校教育全体構想の中にＳＤＧｓの理念を取り入れるため、各教職員への周知
に当たっては、市内教職員が一堂に会する市教研全体会での周知など、共有認識を持っ
て取り組みます。

事業手法が適切で、改善の余地がない。

目標と実績 5 目標が適切で、十分な実績をあげた。

事 業 効 果 5 具体的効果が十分に得られている。

附 帯 意 見
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款 09

項 01

目 03

年度　事業内容

50％以上～75％未満

令和 5 年度　達成目標 令和 5 年度 　実績 達成状況

4

No. 事業名 部門 一体感

22 教育研究所事業
部

課 学校教育課

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債

7,308,000

教育総務費

0 1,325,000 0 0

教育指導費

教育部

その他 一般財源

総 合
計 画

大　綱 一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

目　標 一体感を育てる人材育成

予　算　現　額 8,633,000

施　策 みうらっ子を育む教育力の向上

目標
と

実績

事 務 局
自己評価

成果及び課題 課題に対する対処方針

【成果】目標の日数には至らなかったものの、教育
相談員やＩＣＴ支援員と連携し、各校の支援を一定
程度行うことができた。

【課題】意欲と能力あるＩＣＴ支援員と教育相談員
の確保

　会計年度任用職員の募集方法を検討する。

・教育相談員の配置１名：40日
・市内小中学校での校内研究の実施：
全小中学校
・ＩＣＴ支援員の配置２名：455日

・教育相談員の配置１名：22日
・市内小中学校での校内研究の実施：
全小中学校
・ＩＣＴ支援員の配置２名：342日

達成状況100%未満の理由

　教育相談員１名を年度途中か

ら配置し、業務を行っていた

が、目標の日数に至らなかっ

た。

　ＩＣＴ支援員は年度当初より

１名を配置し、年度途中には、

さらに１名のＩＣＴ支援員を配

置したが、目標の日数には至ら

なかった。

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

　児童生徒の学習や学校生活に起因する諸問題に対応するため、教育相談員を配置し、保護者や児童生徒の相談に
応じます。
　県の研究組織や各種研究会に負担金を交付し、各団体の研究成果を各学校に還元します。
　各小中学校における校内研究を推進し、教職員の資質の向上を図ることにより、分かりやすい授業を実施します。
　継続してＩＣＴ支援員を配置し、ＧＩＧＡスクール構想の推進を図ります。

61.42%

4,488,805

執　  行  　率 61.47% - 61.71% - -

決　 算 (見 込) 5,306,473 0 817,668 0 0

目標設定は妥当であり、予定以上の実績を得られた。

事 業 効 果 4 具体的効果が得られている。

附 帯 意 見

　多様で複雑化している社会の中、様々な環境におかれる児童・生徒に対して、教育相
談員を配置・対応するほか、教職員の資質向上のために支援することは危急なことと考
えます。
　学習活動において、ＩＴ機器が普及し、新しい機器が必要になる以上、今後もソフ
ト・ハード面ともに教育委員会として学校現場のニーズに対応していかなければなりま
せん。
　教育相談員及びＩＣＴ支援員の確保は課題ですが、より充実した事業とするため、市
内の優れた人材に協力を仰ぐ等年間を通して安定した配置となるよう募集方法を検討し
ていきます。
　教職員の研修は、様々な内容で実施されており、資質向上につながっています。授業
やクラス運営、保護者対応等実践に結びつく研修を計画していきます。

有 識 者
意　　見

　１月からの教育相談員の配置ができたとはいえ、令和４年度に続き通年での配置ができず、目標の
達成に至らなかったことは残念である。
　世界的な比較においても日本国内の若い世代の心理的負担が高いこともあり、教育相談員の役割は
重要な意味を持っており、その配置には余裕のある状況を作っていただきたい。
　児童・生徒数の減少に伴う単学級化等により、教職員間での技術の伝達、相談等の機会が減少
し、研修会の重要性が増している。研修を通して教育現場での実践に大いなる結果をもたらすことと
思うが、その結果の検証も行い、今後の教職員の環境改善の一助となることを期待する。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4 事業手法は適切であった。

目標と実績
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款 09

項 01

目 03

年度　事業内容

年度　 実績

有 識 者
意　　見

　海業元年ということもあり、多くの情報発信が行われ、市内外の方々に三浦の海洋教育の一端を知
らしめることができた。
　また、海洋教育を通じて、子どもたちが自分で考え、発表し合う点においては、考え行動できる人
材育成を感じられた。
　海洋写真コンテストの作品が地域団体の冊子に掲載されるなど、子どもたちの励みになった実績は
大変評価できる。三浦の玄関口である各駅の構内にも掲示ができればさらに多くの方々に知っていた
だけると思う。
　今後、より一層豊かな人間性を醸成できるよう支援し、国内外の幅広い分野において活躍し得る高
い総合的能力と人格を備えた人材の育成に期待する。

教育部

課 学校教育課

No. 事業名 部門 一体感

27 海洋教育推進等地域連携事業
部

総 合
計 画

大　綱

予　算　現　額 117,000 0 0

事業費総額 国庫支出金 県支出金

目　標

市　債 その他

一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

一般財源

一体感を育てる人材育成 教育総務費

施　策 みうらっ子を育む教育力の向上 教育指導費

88,070

75.27%執　  行  　率 75.27% - - - -

0

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

0 0

事業費(円)

117,000

決　 算 (見 込) 88,070 0 0 0

令和

事 務 局
自己評価

成果及び課題

【成果】各校とも実態に合わせて海洋教育教材を活
用した授業を展開することができた。「海業」の視
点を取り入れた実践も見られた。
　また、各種行事の開催やホームページ等での情報
発信についても目標以上に行うことができた。

【課題】海洋教育の成果の効果的かつ効率的な情報発
信

5

・海洋教育教材を活用した授業実施：
全小中学校
・市ホームページでの情報発信：28回
・海洋写真コンテストの開催：１回
・海洋写真コンテストの優秀作品のみ
うら市民まつり等での展示：５回
・海洋教育のつどいの開催：１回

・海洋教育教材を活用した授業実施：
全小中学校
・市ホームページでの情報発信：20回
・海洋写真コンテストの開催：１回
・海洋写真コンテストの優秀作品のみ
うら市民まつり等での展示：３回
・海洋教育のつどいの開催：１回

課題に対する対処方針

達成状況100%未満の理由

令和 5

　三浦らしい海洋教育の推進及び地域と連携した教育に取り組むことで、郷土三浦への愛着を深め、地域社会への関
心度の向上につなげます。
　（一社）みうら学・海洋教育研究所や東大三崎臨海実験所等の関係機関と連携し、市内の全小中学校で海洋教育授
業を実施するほか、子どもたち自身が各校の取組を発表し合う「海洋教育のつどい」を開催します。

125％以上

達成状況

目標
と

実績

令和 5 年度　達成目標

　閲覧者が読みやすいレイアウト、文章量を考
えたうえで、ＳＮＳの積極的利用ができないか
模索する。

事 業 効 果 5 具体的効果が十分に得られている。

附 帯 意 見

　海洋教育の集いの開催では、各学校の発表はとても充実しており、子どもたちが生き
生きと取り組む姿に、海洋教育の学びの楽しさや興味が伺えました。
　各種行事が積極的に行われ、情報発信も想定より多くでき、年々、学習が深まってい
ると感じます。今後は、三浦ならではの「海業」の視点を取り入れたさらなる学びの発
展を目指して取り組んでいきます。
　市全体に海洋教育が定着していることも三浦市の教育環境の強みであるので、この魅
力を広く発信し、三浦の良さとして広く認知され、子どもたちの郷土愛につながると、
なお成果が大きくなるのではと考えます。
　これからも学校における海洋教育の取組を充実させることによって海業に対しての理
解を深めるとともに郷土愛を育むよう推進します。
　また、企業への周知や情報発信なども心がけていきます。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 5 事業手法が適切で、改善の余地がない。

目標と実績 5 目標が適切で、十分な実績をあげた。
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款 09

項 01

目 03

年度　事業内容

令和 5 年度　達成目標 令和 5 年度　 実績 達成状況

100％以上～125％未満

No. 事業名 部門 一体感

30 地域ぐるみの学校安全安心体制整備推進事業
部 教育部

学校教育課課

施　策 みうらっ子を地域で育む風土づくり

0 0

事業費(円)

- -

0

決　 算 (見 込) 0 0 0

総 合
計 画

大　綱

予　算　現　額 0 0 0

事業費総額 国庫支出金 県支出金

目　標

市　債 その他

一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

一般財源

一体感を育てる人材育成 教育総務費

教育指導費

目標
と

実績

事 務 局
自己評価

成果及び課題 課題に対する対処方針

【成果】スクールガード登録数が減少する中で、各
校がスクールガードと連携し、学校課業日全日に実
施することができた。

【課題】スクールガードの確保

　市内各学校や近隣市町のスクールガードの活
動状況を情報収集し、参考になる取組や組織づ
くりの情報については、校長協議会等において
提供する。

各小中学校でのスクールガード活動
の実施：学校課業日全日

各小中学校でのスクールガード活動の
実施：学校課業日全日 達成状況100%未満の理由

　学校と家庭・地域の関係機関・団体が連携し、児童・生徒及び学校が被害を受ける事件を防止し、子どもが安心し
て教育を受けることができるよう、登下校時等における児童・生徒のスクールガード活動（見守り活動）に対する
支援を行います。

-執　  行  　率 - - -

0 0 0

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

4 目標設定は妥当であり、予定以上の実績を得られた。

事 業 効 果 5 具体的効果が十分に得られている。

附 帯 意 見

　この活動は特に低学年の児童にとって、安心・安全も含めて心の頼りになっている
（不安の解消）と考えられ、全日配置を必須で行っていけるような体制・計画が必要で
す。
　スクールガード登録者が減少する中でも全日活動できたことは、学校と地域とが互い
に連携していることと評価でき、双方の協力体制に改めて感謝します。
　登下校での子どもの情報提供や共有が学校側とスムーズにできる環境も各学校同様に
整えていきます。
　今後、スクールガードの確保が課題となりますが、地域全体で子どもたちを育む環境
づくりを進めていくことが大切です。引き続き、地域と共に改善策を探っていきま
す。
　備品については、寄附等に頼らない整備を検討します。

有 識 者
意　　見

　各学区での学校課業日全日のスクールガード活動が行われたことに対し、地域の皆様には頭の下が
る思いであり、評価できる。
　ただ、一部の地域におけるスクールガード登録数の減少傾向があるため、その対策は引き続き講じ
られたい。
　課題に対する対処方針に記載のとおり、他の自治体の参考になる事例を収集、実践していただき、
その情報を教育委員会だけでなく、ＰＴＡや地域の皆様と共有し、共通の問題として把握していただ
きたい。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4 事業手法は適切であった。

目標と実績
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款 09

項 02

目 02

年度　事業内容

100％以上～125％未満

達成状況100%未満の理由

年度　 実績

課 学校教育課

No. 事業名 部門 一体感

32 小学校就学援助事業
部 教育部

教育振興費

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債 その他 一般財源

総 合
計 画

大　綱 住み心地のよい都市をめざして～暮らしを支える
予
算

教育費

目　標 子どもを産み育てたくなる環境づくり 小学校費

施　策 子育て支援の充実

90.38%執　  行  　率 96.15% - - - -

12,138,000

決　 算 (見 込) 11,670,210 0 0 0 700,000 10,970,210

予　算　現　額 12,138,000 0 0 0 0

課題に対する対処方針

【成果】支援基準の見直しにより、制度を拡充でき
た。
【課題】保護者に対する就学援助制度そのものや申
請手続の分かりやすい周知

　市公式ＬＩＮＥ通知を活用するほか、案内通
知の見直し等により、制度の周知に努める。

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法

有 識 者
意　　見

　経済的な理由から、就学困難な家庭への援助は、児童が学校生活を送る上で非常に大切な点であ
り、この事業への評価は高い。
　令和５年度においては認定基準の見直しによる制度拡充を図り、より充実されたことも高評価に
該当する。
　例年、課題としてわかりやすい周知が挙げられているが、他の自治体の手法を調査することも一計
ではないか。
　不安定な経済状況で年度途中でも援助が必要な家庭が生ずる可能性もあると思うため、アナウンス
はこまめにしていただきたい。

目標
と

実績

令和 5 年度　達成目標 令和

事 務 局
自己評価

成果及び課題

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

　経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の援助を行います。
　令和５年度は、所得による認定基準を生活保護法に定める最低生活費の1.5倍にするほか見直しを図ります。

・所得による認定基準の見直しを実施
し、生活保護法に定める最低生活費の
1.5倍を認定基準とした。
・学用品費や給食費等の援助を実施し
た。

・認定基準の見直しの実施
・援助費の支給

5 達成状況

教　　育
委 員 会
総合評価

4 事業手法は適切であった。

事 業 効 果 5 具体的効果が十分に得られている。

附 帯 意 見

　支援基準の見直しにより制度を拡充できたことは評価に値します。
　また、保護者の経済的状況を背景として就学が困難となっている児童にとっては、教
育の機会均等という観点からも本事業は一定の成果を得ています。
　一方、制度は拡充できましたがその周知については、さらに努めていかなければな
らない課題です。就学援助制度の申請手続の周知方法を見直し、申請自体が保護者に
とって高いハードルとならないよう検討していきます。
　毎年の対象人数の割合は変わっていない中で、申請行為に困難を感じる保護者もいる
ような現状ですが、経済的な理由で学力の差異が生まれてはならないので、本事業を広
く周知し、子どもたちが平等に過ごせる環境を作り、子育てのしやすい三浦を支える一
端として、推進しなければなりません。

目標と実績 5 目標が適切で、十分な実績をあげた。
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款 09

項 03

目 02

年度　事業内容

年度　 実績 達成状況

学校教育課

0 0

No. 事業名 部門 一体感

33 中学校就学援助事業
部 教育部

課

総 合
計 画

大　綱

予　算　現　額 10,679,000 0 0

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債 その他

住み心地のよい都市をめざして～暮らしを支える
予
算

教育費

一般財源

目　標 子どもを産み育てたくなる環境づくり 中学校費

施　策 子育て支援の充実 教育振興費

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

　経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の援助を行います。
　令和５年度は、所得による認定基準を生活保護法に定める最低生活費の1.5倍にするほか見直しを図ります。

89.94%執　  行  　率 93.03% - - - -

10,679,000

決　 算 (見 込) 9,934,433 30,000 0 0 300,000 9,604,433

有 識 者
意　　見

　経済的な理由から、就学困難な家庭への援助は、生徒が学校生活を送る上で非常に大切な点であ
り、この事業への評価は高い。
　令和５年度においては認定基準の見直しによる制度拡充を図り、より充実されたことも高評価に
該当する。
　例年、課題としてわかりやすい周知が挙げられているが、他の自治体の手法を調査することも一計
ではないか。
　不安定な経済状況で年度途中でも援助が必要な家庭が生ずる可能性もあると思うため、アナウンス
はこまめにしていただきたい。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4 事業手法は適切であった。

目標と実績

目標
と

実績

事 務 局
自己評価

成果及び課題 課題に対する対処方針

【成果】支援基準の見直しにより、制度を拡充でき
た。
【課題】保護者に対する就学援助制度そのものや申
請手続の分かりやすい周知

　市公式ＬＩＮＥ通知を活用するほか、案内通
知の見直し等により、制度の周知に努める。

100％以上～125％未満

達成状況100%未満の理由

令和 5令和 5 年度　達成目標

・認定基準の見直しの実施
・援助費の支給

・所得による認定基準の見直しを実施
し、生活保護法に定める最低生活費の
1.5倍を認定基準とした。
・学用品費や給食費等の援助を実施し
た。

5 目標が適切で、十分な実績をあげた。

事 業 効 果 5 具体的効果が十分に得られている。

附 帯 意 見

　中学生は小学生と比べ、より多感な時期を迎えます。市で定められた基準に則り援助
されるものですから、就学支援制度そのものを誤解なく理解してもらう配慮も必要なこ
とではないかと考えます。
　また、経済的に困難な家庭状況にあっても、子どもたち一人ひとりが、学校では平等
に価値ある生活が送れることを常に願って事業を進めます。
　毎年の対象人数の割合は変わっていない中で、申請行為に困難を感じる保護者もいる
ような現状ですが、経済的な理由で学力の差異が生まれてはならないので、本事業を広
く周知し、子どもたちが平等に過ごせる環境を作り、子育てのしやすい三浦を支える一
端として、推進しなければなりません。
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３ 学校給食課所管事業 

 

款 09

項 04

目 01

年度　事業内容

事 業 手 法

No. 事業名 部門 一体感

38 学校給食事業
部 教育部

課 学校給食課

給食管理費

事業費(円) 事業費総額 国庫支出金 県支出金 市　債 その他 一般財源

総 合
計 画

大　綱 一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

目　標 一体感を育てる人材育成 学校給食費

施　策 みうらっ子を育む教育力の向上

具体的効果が十分に得られている。

99.61%執　  行  　率 79.22% 36.49% - - 100.00%

167,891,000

決　 算 (見 込) 210,595,080 31,367,210 0 0 12,000,000 167,227,870

予　算　現　額 265,850,000 85,959,000 0 0 12,000,000

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

　郷土を愛する食育を推進するため、特産品であるまぐろや新鮮な野菜を活用したメニューづくりに取り組み、「三
浦ならではの地産地消の学校給食」を実施します。
　食材費の高騰により、給食費の値上げを行いますが、令和５年度は、値上げ分を補助することにより、保護者への
負担軽減を図ります。
　今後も安全、安心な学校給食の提供に努め、市内小中学生の心身ともに健全な発達に寄与していきます。

年度　 実績 達成状況5

目標
と

実績

令和

【成果】三崎調理場の屋根防水修繕を実施し、施設の維持が
図られた。

　７つの新献立の提供及び地元食材の使用により、三浦なら
ではの学校給食を実現することができた。

　学校給食会に対し補助を行うことで、給食費改定に伴う増
額による保護者負担と物価高騰による保護者負担双方の軽減

を図ることができた。

【課題】給食調理場の老朽化、安定的に給食を提供するため

の物価高騰への対応

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク

有 識 者
意　　見

5 事業手法が適切で、改善の余地がない。

100％以上～125％未満

達成状況100%未満の理由

課題に対する対処方針

　引き続き、給食調理場の適切な維持管理を行
うとともに、将来の建替えを視野に施設計画を
策定する。
　また、食材等の物価高騰を踏まえた適正な給
食費の検討を行う。

　前年度以上に地元食材を利用した給食を提供し、新メニューの開発などに尽力するなど、児童・生
徒への想いや物価高騰への対処のほか、給食を楽しみにしている児童・生徒を見て三浦市のサービス
を高く評価する。
　衛生管理を徹底し、大きな問題なく運営できている。
　ただ、築40年以上を経過した施設の老朽化は人的努力では賄えなく、改築等の計画を速やかに進め
ていただきたい。

　郷土を愛する食育を推進した献立や食材費高騰による値上げに対しての負担軽減に対
応ができている良い事業になっていると考えます。給食事業の現場は苦労も多いが地元
食材の使用も含めた新献立を７品目も増やし、毎年のように献立開発ができていること
は担当職員の努力の賜物であると評価します。
　また、調理場の修繕等維持管理を適切に行い、衛生的にも安心・安全な学校給食が提
供できるように常に対応していきます。
　食育の観点では、三浦は自然に恵まれた地域ですので、地産地消や三浦ならではの食
材を提供する姿勢が評価できます。その強みをもっと伸ばし、郷土の食材が子どもたち
を育てる様な意識づくりができれば、身も心もより良く育まれると思います。
　今後、給食費の値上げに対する補助は検討を続けなければならず、調理施設の老朽化
も大きな課題ではあるが、将来も安定した給食の提供を目指して事業を進めます。

・三崎・南下浦両調理場の施設及び機器等の
保守点検、保全補修を実施するとともに、衛
生管理に留意し、委託事業者とも連携し、適

切な管理運営を行った。
・実施した年間183回の給食のうち、68回の

給食に１品目以上の地元食材を使用した（前
年度比＋15回）。
・地産地消献立を含む７つの新献立を提供し

た。
・学校給食会への補助を実施した（給食費改

定に伴う増加分に相当する額及び９月から３
月までの給食費の半額に相当する額）。

附 帯 意 見

目標と実績 5 目標が適切で、十分な実績をあげた。

事 業 効 果 5

5 年度　達成目標 令和

事 務 局
自己評価

成果及び課題

評　　価

・学校給食事業の円滑な運営
・地元食材の使用回数の増加
・新たな地産地消献立の提供
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４ 青少年教育課所管事業 

 

款 09

項 05

目 06

年度　事業内容

・青少年指導員連絡協議会の開催：
年４回
・役員会開催：年５回
・パトロール活動の実施
・青少年の健全育成に係る啓発活動の
実施

・青少年指導員連絡協議会の開催：年４回
・役員会開催：年５回

・学校と青少年指導員との地区情報交換会を
開催した。
・愛のパトロール運動や三崎下町の祭礼パト

ロールを実施した。
・みうら市民まつりにおいて啓発活動を実施

した。
・青少年交流イベント「ボッチャ」を開催し

た。

100％以上～125％未満

達成状況100%未満の理由

No. 事業名 部門 一体感

45 青少年指導員活動事業
部 教育部

課 青少年教育課

0 0

事業費(円)

- -

1,131,000

決　 算 (見 込) 1,018,882 0 21,000

総 合
計 画

大　綱

予　算　現　額 1,171,000 0 40,000

事業費総額 国庫支出金 県支出金

目　標

市　債 その他

一体感のある都市をめざして～心を合わせる
予
算

教育費

一般財源

一体感を育てる人材育成 社会教育費

施　策 みうらっ子を地域で育む風土づくり 青少年教育費

5

有 識 者
意　　見

　本事業が数年ぶりに通常どおり実施できたことは、大変喜ばしく実績は評価できる。
　青少年指導員の固定化を課題としているが、青少年指導員の活動意義及び事業内容の周知を図り、
意欲ある方の募集を行うなど選考方法の多様化を行ってみてはいかがか。
　パトロールにおける規定を設け、事案への対応をマニュアル化することにより、子どもたちや青
少年指導員の安心と安全の確保をお願いする。

目標
と

実績

令和 5 年度　達成目標 令和

事 務 局
自己評価

成果及び課題

　青少年を地域ぐるみで育成する活動の推進役として、関係団体と連携をとりながら、パトロール活動や青少年との
交流活動を通して青少年の健全育成を支援します。

88.23%執　  行  　率 87.01% - 52.50%

0 0 997,882

予算執行率100%超

又は

50％未満の場合の理由

令和 5

年度　 実績 達成状況

事 業 効 果 5 具体的効果が十分に得られている。

附 帯 意 見

　コロナ禍で中止されていた活動が再開され、以前の活動に加えて、新たな交流イベン
トで取り入れた「ボッチャ」は、全国的にも認知度が上がっており、多様な人々ができ
る競技でもあるので、今後もこのような多くの人が参加できる事業の実施を目指してい
きます。
　青少年の指導に当たっては、各学校との意見交換等他団体との交流ができており、指
導員にはマチコミメールなどで案内が届くようになっています。青少年交流イベントも
開催され、愛のパトロール運動にも各地域で動員ができています。
　このように地域ごとに密に連携することが三浦市全体によい環境を生むので、さらな
る連携、協力を図っていきます。
　しかし、地域によっては、人口減少、社会環境の変化により、現行の事業を継続して
いく難しさもあると感じています。地域の実態や他団体との関連を持ちながら今後の在
り方を模索していくことも必要と考えます。
　パトロールなどでは、危険を伴うことも想定されるので、警察との連携が図れると、
安心して活動できるのではないかと思います。

教　　育
委 員 会
総合評価

評価項目 ランク 評　　価

事 業 手 法 4 事業手法は適切であった。

目標と実績 5 目標が適切で、十分な実績をあげた。

課題に対する対処方針

【成果】コロナ禍により中止していた地区情報交換会、普通
救命講習及び愛のパトロール運動を開催することができた。

　また、再開した三浦市民まつりにおいて啓発活動を実施す
ることができた。
　新たに青少年交流イベント「ボッチャ」を開催することが

できた。

【課題】各種事業へ参加する青少年指導員が固定化している
状況が見受けられるため、さらに多くの青少年指導員の参加
を図りたい。

　連絡協議会だけでなく、メールでの呼びかけ
や青少年指導員間での連携を強めることにより
各種事業への参加の拡大を図り、青少年の健全
な育成活動の充実を目指す。
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５ 総括表 

 

点検・評価のうち、事業手法、目標と実績及び事業効果の３つの評価項目別評

価結果を課ごとにまとめると、次の表７のとおりとなります。 

 

【表７：点検・評価総括表】 

 

 

 

 

教
育
総
務
課

学
校
教
育
課

学
校
給
食
課

青
少
年
教
育
課

５ 事業手法が適切で、改善の余地がない。 0 2 1 0 3

４ 事業手法は適切であった。 4 4 0 1 9

３ 事業手法はおおむね適切であった。 0 0 0 0 0

２ 事業手法はおおむね適切だが、改善すべき点が認められる。 0 0 0 0 0

１ 事業手法の見直しが必要である。 0 0 0 0 0

５ 目標が適切で、十分な実績をあげた。 1 4 1 1 7

４ 目標設定は妥当であり、予定以上の実績を得られた。 3 2 0 0 5

３ 目標はおおむね妥当であり、予定の実績を得られた。 0 0 0 0 0

２ 目標設定に課題があり、予定の実績を得られなかった。 0 0 0 0 0

１ 目標設定に問題が認められ、予定の実績を得られなかった。 0 0 0 0 0

５ 具体的効果が十分に得られている。 1 5 1 1 8

４ 具体的効果が得られている。 3 1 0 0 4

３ 一定の効果は得られている。 0 0 0 0 0

２ 十分な効果が認められず、事業の改善が必要である。 0 0 0 0 0

１ 効果が認められず、事業の必要性について検証が必要である。 0 0 0 0 0

4 6 1 1 12点検・評価対象事業数

評価項目別ランク

所管課

計

事
業
手
法

目
標
と
実
績

事
業
効
果
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Ⅲ 教育委員会活動状況報告                       

 

１ 教育委員会教育長・委員名簿 

点検・評価の実施主体である地教行法第３条に基づく三浦市教育委員会の教

育長及び委員は、下記の表８のとおりです。 

 

【表８：三浦市教育委員会教育長・委員名簿】 

 

令和５年10月１日現在 

役 職 氏 名 就任年月日 任 期 

教 育 長 及 川 圭 介 令和３年10月１日 
令和３年10月１日 

～令和６年９月30日 

教 育 長 

職務代理者 
石 崎 勇 吾 令和２年10月１日 

令和２年10月１日 

～令和６年９月30日 

委 員 廣 瀬 牧 実 令和３年10月１日 
令和３年10月１日 

～令和７年９月30日 

委 員 石 渡 博 幸 令和４年10月３日 
令和４年10月３日 

～令和８年10月２日 

委 員 村 山 智 洋 令和５年10月１日 
令和５年10月１日 

～令和９年９月30日 

 

 

２ 教育委員会会議 

 

（１）開催状況 

三浦市教育委員会は、原則として、毎月１回の三浦市教育委員会定例会を

開催しています。令和５年度においては、次の表９のとおり定例会12回、臨

時会１回、議案20件を審議しました。 

 

【表９：令和５年度教育委員会会議の開催状況】 

 

○ 教 育 長 報 告 4件
○ 報 告 事 項 4件
○ 審 議 事 項 0件
○ そ の 他 事 業 報 告 1件
○ 教 育 長 報 告 4件
○ 報 告 事 項 2件
○ 審 議 事 項 2件
○ そ の 他 事 業 報 告 2件

開催日 付議事件数

令和５年
 　４月27日（木）

４月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

　 ５月29日（月）

会議

５月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし
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○ 教 育 長 報 告 2件
○ 報 告 事 項 1件
○ 審 議 事 項 3件
○ そ の 他 事 業 報 告 0件
○ 教 育 長 報 告 3件
○ 報 告 事 項 4件
○ 審 議 事 項 0件
○ そ の 他 事 業 報 告 0件

○ 教 育 長 報 告 5件
○ 報 告 事 項 2件
○ 審 議 事 項 1件
○ そ の 他 事 業 報 告 1件
○ 教 育 長 報 告 3件
○ 報 告 事 項 4件
○ 審 議 事 項 1件
○ そ の 他 事 業 報 告 1件
○ 教 育 長 報 告 4件
○ 報 告 事 項 2件
○ 審 議 事 項 0件
○ そ の 他 事 業 報 告 1件
○ 教 育 長 報 告 2件
○ 報 告 事 項 3件
○ 審 議 事 項 2件
○ そ の 他 事 業 報 告 0件
○ 教 育 長 報 告 3件
○ 報 告 事 項 3件
○ 審 議 事 項 1件
○ そ の 他 事 業 報 告 1件
○ 教 育 長 報 告 3件
○ 報 告 事 項 1件
○ 審 議 事 項 2件
○ そ の 他 事 業 報 告 2件
○ 教 育 長 報 告 3件
○ 報 告 事 項 1件
○ 審 議 事 項 4件
○ そ の 他 事 業 報 告 1件
○ 教 育 長 報 告 4件
○ 報 告 事 項 4件
○ 審 議 事 項 3件
○ そ の 他 事 業 報 告 0件
○ 教 育 長 報 告 40件
○ 報 告 事 項 31件
○ 審 議 事 項 20件
○ そ の 他 事 業 報 告 10件

　         定例教育委員会　　　12回
　　　　　 臨時教育委員会　　　１回

　令和６年
　 　１月25日（木）

１月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

 　　２月16日（金）
２月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

 　　３月27日（水）

　８月定例会
　　欠席委員　なし
　　傍 聴 者　なし

 　　８月８日（火）

 　　12月21日（木）

 　　11月24日（金）
11月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

 　　10月24日（火）

 　　８月28日（月）

　　 ６月23日（金）

開催日

９月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

付議事件数

７月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

会議

６月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

　第１回臨時会
　　欠席委員　なし
　　傍 聴 者　15名

 　　７月27日（木）

 　　９月28日（木）

1件○ 審 議 事 項

３月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

10月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし

12月定例会
　欠席委員　なし
　傍 聴 者　なし
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（２）審議等の状況 

前述のとおり、三浦市教育委員会の会議では、定例会12回、臨時会１回を

開催し、審議事項（議案）20件の審議・採決を行ったほか、教育長報告40件、

報告事項31件、その他事業報告10件について報告がされています。 

その案件は、次の表10～表13のとおりです。 

 

【表10：教育長報告案件一覧】 

 

 

 

番号 案　件　名 報告日

1 新年度の児童、生徒数について

2 ５月８日以降のコロナ対応について

3 教職員の不足、部活動の地域移行について

4 三浦市学校教育研究会について

5 マスク着用の状況について

6 都市教育長協議会について

7 運動会、体育祭等について

8 市ＰＴＡ連絡協議会総会について

9 コロナの感染対策緩和後の状況について

10 令和５年第２回三浦市議会定例会について

11 小中学校の夏休み期間について

12 須坂市との姉妹都市交流等の行事について

13 小学校教科用図書の採択について

14 夏休みの終わりについて

15 県市町村、湘南三浦管内での教育長会議について

16 高校入試のＷＥＢ出願について

17 教育ＩＣＴ議連との意見交換会について

18 剣崎小学校体育館修繕の要望書受領について

19 学校でのコロナ・インフルエンザの状況について

20 小学校の行事について

21 令和５年第３回三浦市議会定例会について

22 神奈川県都市教育長協議会について

23 来年度の予算編成に係る要望について

24 小中学校の行事について

25 学校訪問について

26 学校訪問について

27 学校等の行事について

令和5年
4月27日

5月29日

6月23日

10月24日

11月24日

7月27日

8月28日

9月28日
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【表11：審議事項案件一覧】 

 

番号 案　件　名 報告日

28 令和５年第４回三浦市議会定例会について

29 学校でのインフルエンザの状況について

30 はたちのつどいについて

31 湘三管内教育長会議について

32 三浦半島地区教育長協議会について

33 仕事始め式等の行事について

34 令和６年度予算案の記者発表について

35 県市町村教育委員会教育長会議について

36 教育委員会関係の行事について

37 湘三管内教育長協議会の概要について

38 令和６年第１回三浦市議会定例会について

39 学校の卒業式、修了式について

40 教職員の人事異動について

12月21日

令和6年
1月25日

2月16日

3月27日

番号 案　件　名 審議日

1 令和５年度三浦市一般会計補正予算(第３号)に関する申出について

2 一般社団法人みうら学・海洋教育研究所の事業実績等報告書類の送付について

3 三浦市立南下浦小学校・剣崎小学校統廃合個別計画(案)について

4 令和５年度三浦市教育委員会所管事務事業点検・評価基本方針について

5 令和６年度使用中学校教科用図書の継続採択について

6 令和６年度使用小学校教科用図書の採択について 8月8日

7 令和５年度三浦市教育委員会所管事務事業点検・評価について 8月28日

8 三浦市教育委員会教育長職務代理者の指名について 9月28日

9 令和５年度三浦市一般会計補正予算(第５号)に関する申し出について

10 小中学校学力向上の取組みについて

11 教育長が臨時に代理した事務の承認を求めることについて 12月21日

12 教育長が臨時に代理した事務の承認を求めることについて

13 小中学校学力向上の取組み基本方針について

14 （仮称）みうらっ子学力アッププロジェクト(案)について

15 令和５年度三浦市一般会計補正予算（第７号）に関する申出について

16 令和６年度三浦市一般会計予算に関する申出について

17 県費負担教職員の人事異動について

18 三浦市教育委員会公印規程について

19 令和６年度三浦市立小・中学校使用教科用図書採択方針について

20 教育委員会事務局及び教育機関の職員の人事異動について

11月24日

令和6年
1月25日

2月16日

3月27日

6月23日

令和5年
5月29日
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【表12：報告事項案件一覧】 

 

 

 

 

 

番号 案　件　名 報告日

1 令和５年３月の後援名義等使用について

2 令和５年度奨学事業について

3 三浦市学校教育ビジョンについて

4 三浦市社会教育委員充て職委員の決定について

5 令和５年４月の後援名義等使用について

6 三浦市学校教育ビジョンについて

7 令和５年５月の後援名義等使用について 6月23日

8 令和５年６月の後援名義等使用について

9 令和５年度第２回三浦市議会定例会の状況について

10 令和４年度学校給食事業（令和４年度決算）について

11 三浦市学校教育ビジョンについて

12 令和５年７月の後援名義等使用について

13 三浦市学校教育ビジョンについて

14 令和５年８月の後援名義等使用について

15 通学費補助及びスクールバスの運行について

16 令和５年第３回三浦市議会定例会の状況について

17 令和５年度全国学力・学習状況調査の三浦市の調査結果について

18 令和５年９月の後援名義等使用について

19 令和６年度予算編成方針について

20 令和５年10月の後援名義等使用について

21 南下浦小学校・剣崎小学校の統廃合の準備状況について

22 小学校通学環境整整備事業について

23 令和５年11月の後援名義等使用について

24 令和４年度児童・生徒の問題行動等調査結果について

25 令和５年第４回三浦市議会定例会の状況について

26 令和５年12月の後援名義等使用について
令和6年
1月25日

27 令和６年１月の後援名義等使用について 2月16日

28 令和６年２月の後援名義等使用について

29 令和６年第１回三浦市議会定例会の状況について

30 三浦市学校教育全体構想について

31 三浦市特別支援教育推進計画について

10月24日

11月24日

12月21日

3月27日

8月28日

令和5年
4月27日

5月29日

7月27日

9月28日
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【表13：その他事業報告案件一覧】 

 

 

 

３ 教育委員会会議以外の活動状況 

教育委員会会議以外にも、教育委員会委員は、教育関係行事への参加、会議

へ出席しています。 

その主なものは次の表14のとおりです。 

 

【表14：教育委員会会議以外の活動状況】 

 

 

 

番号 案　件　名 報告日

1 令和５年度事業計画について
令和5年
4月27日

2 三浦市姉妹都市交流事業について

3 三浦市子どもの船事業について

4 令和５年度青少年教育夏期事業実施報告について 8月28日

5 第51回三浦市学校保健大会の開催について 9月28日

6 第56回三浦市青少年教育問題協議会地区大会について 10月24日

7 令和６年(令和５年度)三浦市「はたちのつどい」の開催について 12月21日

8 令和６年(令和５年度)三浦市「はたちのつどい」の開催結果について

9 第27回三浦市学校給食展の開催について

10 第27回三浦市学校給食展の開催結果について 2月16日

5月29日

令和6年
1月25日

番号 月日 活動等の名称 活動内容 区分 所管課

1 5月21日(日) 第23回わんぱく相撲三浦場所
若宮相撲場にて開催の「わんぱく
相撲三浦場所」の開会式に出席

式 典 文 化 ス ポ ー ツ課

2    7月28日(金)
三浦市教育委員会所管事務事業
点検・評価事業別ヒアリング

三浦市教育委員会所管事務事業点
検・評価に関する有識者との合同
の事業別ヒアリングに出席

会 議 教 育 総 務 課

3   8月16日(水) 三浦市青少年問題協議会 委員として出席 会 議 青 少 年 教 育 課

4 10月14日(土) 中学校駅伝大会 駅伝大会の応援 事業参加 学 校 教 育 課

5 　11月14日(火)
三浦市青少年問題協議会地区大
会

委員として出席 事業参加 青 少 年 教 育 課

6
　11月14日(火)
　　  15日(水)
　    16日(木)

学校訪問
小学校8校、中学校3校を訪問。
主な取組等について説明を受け、
校内を視察した。

学校訪問 教 育 総 務 課

7 　11月19日(日)
三浦市青少年問題協議会啓発活
動（みうら市民まつりに参加）

委員として出席 事業参加 青 少 年 教 育 課

8
令和6年.

1月8日(祝･月)
はたちのつどい 主催者として列席 式 典 青 少 年 教 育 課

9 1月25日(木) 第1回三浦市総合教育会議 委員として出席 会 議 教 育 総 務 課

10 2月3日(土) 学校給食展 給食展を見学 事業参加 学 校 給 食 課

11 2月17日(土) 海洋教育のつどい 来賓として出席 事業参加 学 校 教 育 課

12 3月12日(火) 中学校卒業式 教育委員会祝辞 式 典 学 校 教 育 課

13 3月19日(火) 小学校卒業式 教育委員会祝辞 式 典 学 校 教 育 課
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Ⅳ 教育委員会総合所見                         

 

○義務教育に関すること 

 義務教育について、教育を受けられる権利と理解される方が増えているよう

に感じます。大学や専門学校と違い、教育をサービスとして受けるのではなく、

日本国民として子どもたちに一般的・基礎的な教育を受けさせる義務であるこ

とを認識し、保護者や子どもたちも努力する必要があり、それに答えるのが学校

や教職員の役割と理解した方が教育現場として適切であると考えます。 

 海洋教育は三浦市が展開する「海業」という観点からも将来の三浦を担う子ど

もたちにとって意義あるものになると考えます。様々な教育活動を推進してい

る学校現場に対し、負担感が生ずることないよう配慮しながら支援を検討して

いきます。 

 子どもをきちんと叱ることのできない世の中になってしまい、子どもたちの

成長を大きく左右していると感じます。学校教育に対する保護者の理解につい

ても、社会の傾向として個性化が叫ばれる中、協調性より個人的意見が強くなっ

てきていると感じることが多くなってきています。 

 また、最近の報道では保護者へのアンケート結果から義務教育に望むことと

して、コミュニケーション力が学力を上回ったという結果が伝えられていまし

た。保護者は学習への姿勢だけでなく、人間関係の構築力や公共心を学校で身に

付けて欲しいと期待しています。学力とともに、人間味、愛情、個性を生かす等

バランスの取れた教育をさらに意識していかなければならないのかもしれませ

ん。 

 教職員の働き方改革は、各学校での取組も検討されていますが、より具体的な

策を思案していく必要性を感じます。どこまでが今、教職員のやるべきことなの

か、業務を見直し、整理していかなければ、もう一歩進めないように思います。

三浦市は若い教職員も多いので、若手の率直な意見にも耳を傾けたいです。教職

員が良い環境で働けることは、教育の質の向上にもつながると思います。 

 

○青少年に関すること 

 現在はＳＮＳやネットでの情報が多くあり、青少年に関わる事例が難しく変

化しているように感じます。今の子どもたちは一人が悪いことを知るとそれが

伝播してしまうことが非常に気になっています。家庭環境に起因するところが

大きいとは思いますが、初めから悪い子はいないと思います。 

 青少年指導の役割は、地域全体で子どもを育てる環境づくりに大切な意味を

持ちます。幼少期からの道徳教育はもちろんのこと、ボランティアや地域活動へ
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の参加を通じ、地域の方々に育てられた子は、孤立することなく、問題を起こす

までには至らないと感じます。よく子育てにおいて、赤ちゃんは肌を離すな、幼

児は手を離すな、小学生は目を離すな、中高生は心を離すな、などと言います。

青少年はこの目を離さない、心を離さない時期かと思います。家庭だけなく、学

校、地域全体で目を離さず、心を近づけることが孤立しない青少年の育成につな

がることと思います。 

 いろいろな人との関わりや体験を通し、多様な価値観に触れることで、社会性

は身に付いていきます。コロナ禍以降、イベント等の体験の機会が失われていま

したが、考えたり、工夫したり、協力する経験が無駄になることは一つもないよ

うに思います。計画、実施を提供する側の苦労もありますが、青少年指導員にと

っても青少年を知ることができる良い機会として捉えられると良いのではない

でしょうか。 

 青少年育成については、地域や関係機関とより一層連携して新しい手法や組

織づくりも視野に入れた事業を推進していかなければならないように感じます。

引き続き青少年を支える保護者・地域などにも理解や協力を得られるような体

制づくりを推進していただきたいと考えます。 

 

○給食に関すること 

 学校における食育や児童・生徒の「食」を支えるという点で、家庭の状況や学

校現場に配慮しながら事業に取り組まれており、特に三浦の児童・生徒に「地産

地消」を意識してもらうメニュー開発等の取組も好評で楽しく有意義な学校給

食を展開できたと感じます。 

 給食の目的と役割は、単なる健康と成長のためだけでなく、食についての理解

を深め、生活そのものが豊かになることも求められています。将来にも影響力が

あり、その責務は大きく、給食は教育現場の大切な時間であるとしっかり受け止

めていきたいです。 

 学校訪問の際、中学校の給食を生徒と共にいただきましたが、生徒があまりに

も短時間で食べ終わることに驚き、給食時間が短いのかと心配しました。食の多

様化で食べる物を自ら選んで育つ子どもが増える状況において、子どもたちが

喜ぶ給食を提供していく工夫や配慮に現場は苦労されているのではと思います。

反面、食生活の乱れ、偏った栄養、欠食等子どもたちの健康を取り巻く問題に給

食の存在は欠かせないものであります。 

 三浦は自然豊かな地域です。野菜や果物、魚介類が身近にとれる環境ですから、

地産地消の食育、地域の食材を通じた郷土愛も育みやすい地域かと思います。既

にその活動に取り組まれていると思いますが、よりその強みを活かした学校給

食を期待します。 
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 また、三崎の魚市場だけでなく、地域の食材を活かした様々なお店があります。

そこからヒントや協力を得て、一層の食育の推進につなげられると、給食を通じ

た地域とのつながりや学校教育全体への協力にもつながると考えます。 

 給食調理場の施設老朽化に伴う維持管理、将来の建替え等課題もありますが、

引き続き検討をお願いします。 

 

○教育委員会全般に関すること 

 厳しい財政の中でも、児童・生徒の成長を主体に置き堅実な手腕を発揮し、学

校現場を支えるという姿勢も強く感じられます。現在の大きな事業である三浦

市学校教育ビジョンに基づいた小学校の配置は、南下浦小学校と剣崎小学校の

統廃合に向けた個別計画も策定され、事業展開と理解が深まった年度になりま

した。三崎地区に対しても今後働きかけが増えていきますが、これまでと同様に

真摯な姿勢は忘れずにいたいと思います。 

 以前、教育実習で母校を訪れた際、職員室で先生方が真剣に生徒のことを話し

ているのが印象的でした。生徒の時の私がこの先生方の熱を感じていたら、と反

省したことを覚えています。ニュースなどで時々見聞きする教育委員会、学校、

保護者との様々な問題は、双方の想いの隔たりからくるものであろうと思いま

す。私たちの活動をより理解してもらうためにも、いつでも保護者や教職員が相

談に来られる環境づくりや情報発信に努めることで、より良い教育委員会にな

るのではないかと感じます。 

 ＧＩＧＡスクール構想、学校統廃合、施設の老朽化や子どもや保護者の意識等

環境が変化していく中、教育委員会の事業は多岐に渡り、どの事業も維持、展開

していくための努力は簡単ではないと思います。今を生きる子どもたちが主体

的に良い人生を送れるように、そして将来につながる活動になるように事業を

構築できることを願います。 
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